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青森労働局新卒者等人材確保推進本部設置要領 

１ 趣旨 
  新規学校卒業者及び未就職卒業者（以下「新卒者等」という。）の就職環境は、

県内経済の緩やかな回復に伴い改善傾向にあり企業の人手不足感も強まっている。

一方で国際情勢等により経済状況が変動する就職環境は先行き不透明な面もあり、1
人でも多くの新卒者等が内定を得るため、また、地域の企業における人材確保のた

めには、地域の関係者が緊密に連携し、地域の総力を挙げて就職・採用支援を行う

必要がある。 
  このため、青森労働局（以下「労働局」という。）に公共職業安定所（以下「安 

定所」という。）、労働局、青森県、学校関係者、労働者団体及び事業主団体等で

構成する「青森労働局新卒者等人材確保推進本部」（以下「本部」という。）を設

置し、労働局・安定所を中心とし関係機関と連携した、地域における新卒者等の就

職・採用支援についての企画・調整を行う。 
 
２ 組織、体制等 
（１）構成員 
  本部の組織構成は、次のとおりとする。 
  ・本部長   青森労働局長 
  ・事務局長  青森労働局職業安定部長 
  ・本部員 
   青森県 
    青森県総務部長 
    青森県商工労働部長 
   学校関係者 
    青森県教育委員会教育長 
    青森大学事務局就職課長 
    八戸工業大学学務部就職課長 
    弘前大学教育推進機構キャリアセンター長 
    青森県専修学校各種学校連合会 
    青森県高等学校長協会就職対策委員会委員長 
   労働者団体 
    日本労働組合総連合会青森県連合会事務局長 
      行政機関 

東北経済産業局地域経済部長 
   事業主団体 
    青森県商工会議所連合会常任幹事 
    青森県商工会連合会専務理事 
    青森県中小企業団体中央会専務理事 
    青森県経営者協会専務理事 
    青森経済同友会事務局長 
   就職支援機関 
    青森県若年者就職支援センター所長 
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     公共職業安定所 
    青森公共職業安定所長 
    八戸公共職業安定所長 
    弘前公共職業安定所長  
 
・事務局 
   青森労働局職業安定部職業安定課 
（２）会合の開催 
  本部は、構成員の意向や新卒者支援策の進捗状況等を踏まえて定期的に開催し、 

下記３に掲げる事項について検討等を行うものとする。 
 
３ 本部業務の内容 
  本部においては、以下の事業について業務を実施する。 
（１）地域における新卒者等支援の実施状況の把握、必要な支援の企画 
  ア 労働局、安定所及び地方公共団体等が行う新卒者等支援策の内容、実施状況 

  等の把握 
  イ 「新卒応援ハローワーク」における大学等及び地域の関係機関との具体的な 

  連携方法等 
  ウ 県内における新卒者等の就職内定状況等を踏まえた対策の企画・調整 
（２）県内における新卒者等の就職・採用状況等の調査・把握、分析等 
  ア 各安定所管内における就職内定・採用状況等の調査・把握及び地域特性を踏 

  まえた分析 
  イ 新卒応援ハローワーク等の利用者（学生・生徒、事業主等）の満足度、ニー 

  ズ等の把握、改善方法等検討 
（３）事業主団体等への若者雇用促進法及び雇用対策法に基づく指針の改正等につい

ての周知・啓発 
  ア 効果的・効率的な周知方法の検討及び周知の実施 
  イ 指針の徹底に向けた取組の検討及び検討結果を踏まえた取組の実施 
（４）地域の企業における学卒求人の未充足の状況の把握・要因分析、これらを踏ま

えた就職面接会等必要な人材確保支援の企画 
（５）地域のおける離学者の状況把握・要因分析、これらを踏まえた必要な支援の企

画 
（６）その他新卒者等の就職支援や就職後の職場定着に対する取組 
 
４ その他 
  この要領に定めるもののほか、報告及び予算措置等事業の実施に関し必要な事項 

については、別途定めるものとする。   
 
５ 附則 
    この要領は、平成２４年１１月２７日から施行する。 
  平成２６年５月２８日（一部改正） 
    平成２７年５月２６日（一部改正） 
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  平成２８年６月２０日（一部改正） 
  平成２９年６月１３日（一部改正） 
  平成３０年６月 ８日（一部改正） 


